
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



私たちは 若者９条の会～たけのこ～ です 
『若者９条の会～たけのこ～』は、姫路市周辺に住む若者を中心に活動している 9条の会です。

若者同士で 9 条の大切さを学び合い、伝え合うことを目的とした会で、憲法 9 条に関心を持っ
た若者 10 人によって 2005 年 12 月 17 日に発足しました。現在は、高校生から 90 代まで幅広
い年齢層の会員が 100 名以上います。週末に姫路駅前で憲法 9 条改正の反対を訴える署名活動
を行うほか、平和行進への参加、メーデーでのデコレーション作りなどを通して 9 条の大切さ
を訴え、地元の新聞にも活動の様子が何回か掲載されました。また、若い人が楽しみながら平和
の事を考えられるイベントも企画しました。例えば、「平和の凧揚げ大会」では手作りの凧に平
和への思いを書いて大空へ飛ばしたり、何回切っても「９」が出てくるような「9条巻きずし」
を作ったりしました。「手柄山散策ツアー」では、日本唯一の全国戦没者慰霊塔や平和資料館を
見学し、平和について学びました。 

 

Q&A 
1.集団的自衛権とは何ですか？ 
日本ではなく同盟国(例えばアメリカ)が攻撃されたとき、自国(日本)への攻撃と見なして武力で
反撃する権利です。ただ、同盟国が先制攻撃に出た場合でも、その国と一緒に攻撃することが事

実上義務付けられます。 
もし日本が攻撃を受けた場合は安心とされる一方、他国を攻撃したことにより新たな敵を作り、
新たに攻撃を受ける可能性もあります。日本は戦後一人も戦争で死んでいないし、誰も殺してい
ませんが、相手の国の人を殺め、自衛隊員が犠牲になる可能性が一気に高まります。 
 

2.自衛隊と国防軍の違いは何ですか？ 
自衛隊は日本を守るには十分な力を持っていますが、海外を攻めることはできないようになって
います。現在の自衛隊は憲法９条から様々な制約を受けており、その時の政権の都合により海外
で武力を行使することを防いでいます。 
国防軍は憲法９条を改正することによって設置されます。国が戦争をする権利(交戦権)が認めら
れます。通常の法律とは別に軍法が作られ、「敵前逃亡をした者は死刑」など新たな処罰を加え
ることで海外に攻め込むことを可能にします。 
法律で縛ったとしても憲法での制約は取り払われ、政権の都合でこちらから戦争を始めることが
できるようになります。 
     
 

私たちはこんな思いでこのチラシを作りました 
 ♪２人の子どもがいます。この子たちが人を殺したりころされたりする世の中には絶対したく 

ない!!自分の夢に向って自由に生きられるためには９条が大事だと思っています。（S.S） 

 ♪我々が人間らしく生きられるのは今の憲法があるからです。その憲法を未来に残していくた 

  めには、私たちが憲法を知り議論を深めていくことが必要です。(M.H) 

 ♪今幸せに生きられるのは平和憲法があるからです。そして、自由にものが言える時代をこれ 

  からもずっと続けていくために頑張っています。（T.I） 

  ♪「軍隊がないから日本が舐められる？」交渉力の無さを軍事力で解決しようとする発想こそ 

舐められる原因だ。軍隊の存在が戦争の抑止につながったことが過去にあっただろうか。（T.S） 

 

 
お問合せ先 
 

 『若者 9条の会 ～たけのこ～』 

 ホームページ http://takenoko9.web.fc2.com/index.html 

 メール takenoko.9@hotmail.co.jp 

     携帯  090-8105-1860 (砂場) 
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